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【誤訳訂正書】
【提出日】平成29年10月26日(2017.10.26)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２０】
Z:
Z-G1:
　基Ｚは先に定義された群Z-G1から選ばれることが好ましい。
Z-G1a:
　実施態様Z-G1a によれば、基Ｚが(RNRN')N-C(O)-O-であり、式中、RN及びRN'がZ-G1に
記載のとおりに定義される。
Z-G1b:
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　実施態様Z-G1b によれば、基ＺがROO-C(O)-N(RN'')- であり、式中、RO及びRN'' がZ-G
1に記載のとおりに定義される。
Z-G2a:
　実施態様Z-G2a によれば、基Ｚが(RNRN')N-C(O)-O-であり、
　式中、RN及びRN' が独立にＨ、C1-4-アルキル、C3-6-シクロアルキル、テトラヒドロフ
ラニル、テトラヒドロフラニル-CH2-、テトラヒドロピラニル、テトラヒドロピラニル-CH

2-、ピロリジニル、ピロリジニル-CH2- 、ピペリジニル、ピペリジニル-CH2- から選ばれ
、但し、RN及びRN' の一つのみがＨを表すことを条件とし、
　あらゆるC1-4-アルキル基、C3-6-シクロアルキル基、テトラヒドロフラニル基、テトラ
ヒドロフラニル-CH2- 基、テトラヒドロピラニル基、テトラヒドロピラニル-CH2- 基、ピ
ロリジニル基、ピロリジニル-CH2- 基、ピペリジニル基、及びピペリジニル-CH2- 基が必
要によりH3C-O-、(H3C)2N-、HO2C- 、H3C-C(O)- 、又はH3C-S(O)2-で置換されていてもよ
く、又は
　基RN(RN’)N がアゼチジニル- 基、ピロリジニル- 基、ピペリジニル- 基、モルホリニ
ル- 基、チオモルホリニル-, 基、又はS,S-ジオキソモルホリニル- 基を形成し、
　前記アゼチジニル- 基、ピロリジニル- 基、又はピペリジニル- 基が必要によりH3C-、
H5C2- 、シクロプロピル、H3C-C(O)- 、又はH3C-S(O)2-で置換されていてもよい。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２１】
Z-G2b:
　実施態様Z-G2b によれば、基ＺがROO-C(O)-N(RN'')- であり、
　式中、ROがC2-4-アルキル、C3-6-シクロアルキル、テトラヒドロフラニル、テトラヒド
ロフラニル-CH2- 、テトラヒドロピラニル、テトラヒドロピラニル-CH2- 、ピロリジニル
、ピロリジニル-CH2- 、ピペリジニル、及びピペリジニル-CH2- から選ばれ、
　あらゆるC2-4-アルキル基、C3-6-シクロアルキル基、テトラヒドロフラニル基、テトラ
ヒドロフラニル-CH2- 基、テトラヒドロピラニル基、テトラヒドロピラニル-CH2- 基、ピ
ロリジニル基、ピロリジニル-CH2- 基、ピペリジニル基、及びピペリジニル-CH2- 基が必
要によりH3C-O-、(H3C)2N-、HO2C- 、H3C-C(O)- 、又はH3C-S(O)2-で置換されていてもよ
く、かつ
　RN''がＨ、H3C-、H5C2- 、及びシクロプロピルから選ばれる。
Z-G3a:
　実施態様Z-G3a によれば、基Ｚが(RNRN')N-C(O)-O-であり、
　式中、RN及びRN' が独立にＨ、H3C-、H5C2- 、H3C-(CH2)2- 、(H3C)2CH- 、H3C-(CH2)3
-、(H3C)2CH-CH2- 、(H3C)3C-、H3CO-(CH2)2-、(H3C)2N-(CH2)2- 、シクロプロピル、シ
クロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシル、テトラヒドロフラニル、テトラヒドロピ
ラニル、ピロリジニル、及びピペリジニルから選ばれ、但し、RN及びRN' の一つのみがＨ
を表すことを条件とし、
　あらゆるシクロブチル基、シクロペンチル基及びシクロヘキシル基が必要によりH3C-、
H3C-O-、及び (H3C)2N- から独立に選ばれた１個又は２個の基で置換されていてもよく、
かつ
　あらゆるピロリジニル基及びピペリジニル基が必要によりH3C-、H3C-C(O)- 、又はH3C-
S(O)2-で置換されていてもよく、又は
　基RN(RN’)N がアゼチジニル基、ピロリジニル基、又はピペリジニル基、モルホリニル
基を形成し、
　前記アゼチジニル基、ピロリジニル基、又はピペリジニル基が必要によりH3C-、H5C2- 
、シクロプロピル、H3C-C(O)- 、又はH3C-S(O)2-で置換されていてもよい。
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【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２２】
Z-G3b:
　実施態様Z-G3b によれば、基ＺがROO-C(O)-N(RN'')- であり、
　式中、ROがH5C2- 、H3C-(CH2)2- 、(H3C)2CH- 、H3C-(CH2)3- 、(H3C)2CH-CH2- 、(H3C
)3C-、H3CO-(CH2)2-、(H3C)2N-(CH2)2- 、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチ
ル、シクロヘキシル、テトラヒドロフラニル、テトラヒドロピラニル、ピロリジニル、及
びピペリジニルから選ばれ、
　あらゆるシクロブチル基、シクロペンチル基及びシクロヘキシル基が必要によりH3C-、
H3C-O-、及び(H3C)2N-から独立に選ばれた１個又は２個の基で置換されていてもよく、か
つ
　あらゆるピロリジニル基及びピペリジニル基が必要によりH3C-、H3C-C(O)- 、又はH3C-
S(O)2-で置換されていてもよく、かつ
　RN''がＨ、及びH3C-から選ばれる。
Z-G4a:
　実施態様Z-G4a によれば、基Ｚが(RNRN')N-C(O)-O-であり、
　式中、RN及びRN' が独立にＨ、H3C-、H5C2- 、(H3C)2CH- 、シクロペンチル、シクロヘ
キシル、下記の基から選ばれ、
【化８】

【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５１】
　本明細書に使用される“医薬上許される塩”は親化合物がその酸塩又は塩基塩をつくる
ことにより変性されている開示された化合物の誘導体を表す。
　例えば、本発明の化合物を精製又は単離するのに有益である上記酸以外の酸の塩（例え
ば、トリフルオロ酢酸塩）がまた本発明の一部を構成する。
　ハロゲンという用語は一般にフッ素、塩素、臭素及びヨウ素を表す。
　単独の、又は別の基と組み合わせての“C1-n-アルキル”という用語（ｎは１からｎま
での整数である）は１～ｎ個のＣ原子を有する非環式、飽和、分枝又は線状の炭化水素基
を表す。例えば、用語C1-5-アルキルは基H3C-、H3C-CH2-、H3C-CH2-CH2-、H3C-CH(CH3)- 
、H3C-CH2-CH2-CH2-、H3C-CH2-CH(CH3)- 、H3C-CH(CH3)-CH2- 、及びH3C-C(CH3)2-を含む
。
　単独の、又は別の基と組み合わせての“C3-n-シクロアルキル”という用語（ｎは４～
ｎの整数である）は３～ｎ個のＣ原子を有する環状、飽和、非分枝炭化水素基を表す。そ
の環状基は単環式、二環式、三環式又はスピロ環式、最も好ましくは単環式であってもよ
い。このようなシクロアルキル基の例として、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペ
ンチル、シクロヘキシル、シクロヘプチル、シクロオクチル、シクロノニル、シクロドデ
シル、ビシクロ [3.2.1.] オクチル、スピロ [4.5]デシル、ノルピニル、ノルボニル、ノ
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ルカリル、アダマンチル等が挙げられる。
　“複素環”という用語は、特に明記されない限り、Ｎ、Ｏ又はS(O)r （式中、r=0, 1又
は２）から選ばれた１個以上のヘテロ原子を含む飽和又は不飽和単環式、二環式、三環式
又はスピロ炭素環、好ましくは単環式、二環式又はスピロ環式の環系（これは更にカルボ
ニル基を含んでもよい）を意味する。単独で、又は別の基と組み合わせて、本明細書に使
用される“複素環”という用語は、Ｎ、Ｏ又はS(O)r （式中、r=0, 1又は２）から選ばれ
た１個、２個、３個又は４個のヘテロ原子を含む飽和又は不飽和、更に好ましくは飽和単
環式、二環式又はスピロ環式の環系（これは更にカルボニル基を含んでもよい）を意味す
ることが更に好ましい。“複素環”という用語は全ての可能な異性体形態を含むことが意
図されている。このような基の例として、アジリジニル、オキシラニル、アゼチジニル、
オキセタニル、ピロリジニル、テトラヒドロフラニル、ピペリジニル、テトラヒドロピラ
ニル、アゼパニル、ピペラジニル、モルホリニル、テトラヒドロフラノニル、テトラヒド
ロピラノニル、ピロリジノニル、ピペリジノニル、ピペラジノニル、モルホリノニルが挙
げられる。
　こうして、“複素環”という用語は下記の例示の構造を含み、これらは適当な原子価が
維持される限り夫々の形態が共有結合によりあらゆる原子に結合されてもよいような基と
して示されていない。
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